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報告第１号 

 

   市長の専決処分事項報告について 

 

下記事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の 

規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和５年６月９日 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎 

 

                 記 

 専決第７号 損害賠償の額の決定及び和解について 
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専決第７号 

 

専 決 処 分 書 

 

下記事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項 

の規定により、専決処分する。 

  令和５年５月１９日 

 

                      矢板市長 齋 藤 淳一郎 

 

                  記 

   損害賠償の額の決定及び和解について 

 令和４年１２月２０日、栃木県矢板市末広町２６番１の駐車場において発生した

車両事故による相手方の損害について、市の義務に属する損害賠償の額を次のとお

り定め和解する。 

１ 損害賠償額  ５３，０９９円 

２ 和解の条件  市から相手方に１の損害賠償金を支払い、今後この事故に関し 

        ていかなる事情が生じても、双方決して異議を申し立てない。 

３ 相 手 方  栃木県塩谷郡塩谷町  
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報告第２号 

 

   令和４年度矢板市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

令和４年度矢板市一般会計継続費繰越計算書を地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１４５条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  令和５年６月９日 

 

                      矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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国（県）支出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

10. 教 育 費 5. 保健体育費 体 育 施 設 整 備 事 業 1,614,712,000 645,832,000 645,832,000 222,500,000 423,332,000 423,332,000 29,443,000 128,789,000 265,100,000

1,614,712,000 645,832,000 645,832,000 222,500,000 423,332,000 423,332,000 29,443,000 128,789,000 265,100,000

予算計上額
前 年 度

逓次繰越額
計 繰 越 金

特 定 財 源

合　　　　計

令和４年度矢板市一般会計継続費繰越計算書

款 項 事 業 名
継 続 費
の 総 額

令 和 ４ 年 度 継 続 費 予 算 現 額
支 出 済 額
及 び

支出見込額
残 額

翌 年 度
逓次繰越額

左 の 財 源 内 訳
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報告第３号 

 

   令和４年度矢板市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

令和４年度矢板市一般会計繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  令和５年６月９日 

 

                      矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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国(県)支出金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円

4. 衛 生 費 1. 保 健 衛 生 費 健 康 増 進 事 業 4,600,000 4,600,000 2,300,000 2,300,000

4. 衛 生 費 1. 保 健 衛 生 費 健 康 マ イ レ ー ジ 事 業 1,562,000 1,562,000 781,000 781,000

6. 農林水産業費 1. 農 業 費 土 地 改 良 管 理 事 業 27,550,000 27,550,000 27,550,000

6. 農林水産業費 2. 林 業 費 森 林 経 営 管 理 事 業 1,940,000 1,940,000 1,940,000

7. 商 工 費 1. 商 工 費 ス ポ ー ツ ツ ー リ ズ ム 推 進 事 業 218,812,000 218,812,000 109,406,000 109,400,000 6,000

8. 土 木 費 2. 道路橋りょう費 都 市 再 生 整 備 計 画 事 業 29,935,000 29,935,000 10,428,000 17,800,000 1,707,000

8. 土 木 費 2. 道路橋りょう費 道 路 新 設 改 良 事 業 （ 安 沢 地 区 ） 14,000,000 7,000,000 3,500,000 3,500,000

8. 土 木 費 2. 道路橋りょう費 道 路 新 設 改 良 事 業 （ 市 内 全 域 ） 31,400,000 2,000,000 1,800,000 200,000

8. 土 木 費 2. 道路橋りょう費 橋 り ょ う 維 持 事 業 1,200,000 1,200,000 1,200,000

8. 土 木 費 4. 都 市 計 画 費 わ か ば 通 り 整 備 事 業 75,900,000 75,506,000 29,572,000 39,900,000 6,034,000

406,899,000 370,105,000 1,940,000 180,037,000 168,900,000 3,500,000 15,728,000合 計

令和４年度矢板市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一 般 財 源
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報告第４号 

 

   令和４年度矢板市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

令和４年度矢板市水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第２６条第３項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  令和５年６月９日 

 

                      矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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円 円 円 円

105,395,000

説明

円

1　資本的支出
第二農場低区
配水池敷地造
成工事

1　建設改良費

事業名

企業債

37,220,000

令和４年度矢板市水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

支払義務発生額

円

不用額

円

項 予算計上額

製品の調達に不測の
日数を要したため

左の財源内訳
翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

55,840,000

国庫補助金

55,840,000

損益勘定
留保資金

合　　　計 142,615,000

円

翌年度繰越額款

93,060,000

49,555,000 49,555,000
1　資本的支出 1　建設改良費

国道４号横断
配水管緊急漏
水補修工事

既設管との接続に不
測の日数を要したた
め

37,220,000 105,395,000

49,555,000
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報告第５号 

 

   令和４年度矢板市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

令和４年度矢板市下水道事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法（昭和２７年法

律第２９２号）第２６条第３項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  令和５年６月９日 

 

                      矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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円 円 円 円

30,200,000 24,700,000 100,000合   計 57,600,000 2,600,000 55,000,000

左の財源内訳

国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金

30,200,000 24,700,000 100,0002,600,000 55,000,000

説 明

1　資本的支出 1　建設改良費

矢板市公共下水道矢
板市水処理センター
の建設工事委託に関
する協定

円 円 円 円

設計積算の見直しが生
じたことにより不測の
日数を要したため57,600,000

令和４年度矢板市下水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事業名 予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額 不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

10



報告第６号 

 

   公益財団法人矢板市農業公社の経営状況説明書の提出について 

 

公益財団法人矢板市農業公社の経営状況説明書を地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり提出する。 

  令和５年６月９日 

 

     矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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